
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機性廃水を生物処理槽で処理し、得られる活性汚泥を膜分離により固液分離

生物処理方法において、前記生物処理槽内の活性汚泥の一部を抜き出して液化処
理し、該液化処理した汚泥を生物処理槽に循環させると共に、さらに 生物処理槽か
ら活性汚泥 抜き出して 膜分離による固液分離とは別の固液分
離を行い、該固液分離により得られた汚泥を生物処理槽に循環させ、一方、得られた分離
液から 難生物分解性物質を除去

することを特徴とする有機性廃水の処理方法。
【請求項２】
　前記液化処理は、オゾン処理又は超音波処理により行うことを特徴とする請求項１記載
の有機性廃水の処理方法。
【請求項３】
　前記難生物分解性物質の除去は、凝集剤の添加による凝集沈殿によるか、又は、オゾン
及び／又は過酸化水素による酸化分解によることを特徴とする請求項１又は２記載の有機
性廃水の処理方法。
【請求項４】
　有機性廃水を生物処理する生物処理槽と、得られる活性汚泥を固液分離
る膜分離装置を有する生物処理装置において、前記生物処理槽の活性汚泥の一部を抜き出
す経路と、該経路に接続した液化処理装置と、該液化処理した汚泥を生物処理槽に循環さ
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せる経路とを有すると共に、前記生物処理槽の活性汚泥を 抜き出す
別の経路と、該経路に接続した 膜分離装置とは別の固液分離装置と、該固液分離した
汚泥を前記生物処理槽に循環させる経路と、前記固液分離して得られた分離液から

難生物分解性物質を除去する除去手段
とを有することを特徴とする有機性廃水の処

理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機性廃水の処理に係り、特に、有機性廃水を生物処理し、膜分離により固液
分離を行う生物処理方法と装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有機性廃水の処理において、活性汚泥による生物処理方法は、多様な排水へ対応でき排水
処理方法の主流となっている。生物処理法の一つに、排水中の有機物除去に加えて窒素を
除去するための方法として、硝化脱窒法が知られている。これは、排水中の窒素の除去の
ために提案されたもので、生物処理槽を、攪拌のみを行う脱窒槽と、硝化を行う硝化槽に
分け、排水を脱窒槽に流入させ、脱窒槽流出液は硝化槽に供給、硝化槽流出液は固液分離
装置に流出させ、同時に一部の硝化槽流出液を脱窒槽へ循環する処理となっている。硝化
槽では、ＢＯＤ酸化菌による廃水中の有機物の酸化分解の他に、活性汚泥中の硝化菌によ
り、アンモニア性窒素が硝酸性窒素に酸化される。硝化槽から流出した活性汚泥混合液は
、脱窒槽で、活性汚泥混合液中の硝酸性窒素を、活性汚泥中の脱窒菌が原水に含まれる有
機物を用い、窒素に還元する。以上の工程により、廃水中のアンモニア性窒素は、気体窒
素に還元され廃水中から除去される。
【０００３】
上述のように、活性汚泥による生物処理は優れた方法であるが、その一方で、生物処理槽
内で増殖した微生物や流入した懸濁物質などにより、余剰汚泥が発生する問題がある。近
年、余剰汚泥の処理コストが増加しているため、その抑制技術が注目されており、汚泥を
微細化、可溶化し、再び生物処理槽に供給することで、液化した汚泥を生物処理槽中の活
性汚泥により、無機化を行うことが提案されている。微細化や液化工程については、物理
的に活性汚泥を微細化する方法や、加温し高熱細菌を利用し汚泥を可溶化する方法、オゾ
ンを作用させて汚泥を可溶化する技術が知られている。しかし、これらの方法で汚泥の微
細化、液化を行ったとき、余剰汚泥の発生量は減少するものの、微細化した汚泥の一部が
処理水に流出し、処理水水質が悪化する問題点があった。また、これらの微細化、液化方
法は、従来の生物処理系にさらに微細化工程や液化工程を付け加えるため、装置全体が複
雑になる問題がある。
汚泥の微細化や液化による減容化において、膜分離法を用い固液分離を行えば、処理水へ
の汚泥の流出を抑えることが可能である。しかし、同時に微細化した汚泥が系内に蓄積し
、減容化効率が低下することや、膜の閉塞が起こりやすくなる問題点があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記のような従来技術に鑑みてなされたものであり、処理水水質の悪化を防ぎ
つつ、生物処理の過程で発生する余剰汚泥の発生量を削減し、また、生物処理槽内に蓄積
する難生物分解性物質の除去が可能な、簡便な有機性廃水の生物処理方法と装置を提供す
ることを課題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明では、有機性廃水を生物処理槽で処理し、得られる
活性汚泥を膜分離により固液分離 生物処理方法において、前記生物処理
槽内の活性汚泥の一部を抜き出して液化処理し、該液化処理した汚泥を生物処理槽に循環
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させると共に、さらに 生物処理槽から活性汚泥 を抜き出して
膜分離による固液分離とは別の固液分離を行い、該固液分離により得られた汚泥を生

物処理槽に循環させ、一方、得られた分離液から
難生物分解性物質を除去 することとしたものである。

　前記処理方法において、液化処理は、オゾン処理又は超音波処理により行うことができ
、また、前記難生物分解性物質の除去は、凝集剤の添加による凝集沈殿によるか、又は、
オゾン及び／又は過酸化水素による酸化分解によることができる。
【０００６】
　また、本発明では、有機性廃水を生物処理する生物処理槽と、得られる活性汚泥を固液
分離 る膜分離装置を有する生物処理装置において、前記生物処理槽の活性
汚泥の一部を抜き出す経路と、該経路に接続した液化処理装置と、該液化処理した汚泥を
生物処理槽に循環させる経路とを有すると共に、前記生物処理槽の活性汚泥を

抜き出す別の経路と、該経路に接続した 膜分離による固液分離とは別の固
液分離装置と、該固液分離した汚泥を前記生物処理槽に循環させる経路と、前記固液分離
して得られた分離液から 難生物分解性物質
を除去する除去手段 とを有するこ
ととしたものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明では、生物処理槽に脱窒槽と硝化槽を設けることで、有機物の除去と同時に硝化脱
窒を生物処理槽内で行うことができる。また、硝化脱窒反応を進行させるためには、硝化
槽から活性汚泥の一部を脱窒槽に循環させることが必要であるが、この循環の途中に汚泥
を液化処理する装置を設けることで、汚泥の液化処理を行いつつ、硝化槽で生成した硝酸
性窒素を脱窒槽に戻すことが可能となる。また、脱窒槽における脱窒反応に必要な有機物
は、排水中の有機物の他に、液化した汚泥由来の有機物を利用することが可能となる。
本発明者らは、汚泥減容化処理を行ったときに、生物処理槽内に蓄積する微細化した汚泥
が０．１～１μｍの粒径を持ち、難生物分解性であることを見いだした。そこで、膜分離
法を適用することで、余剰汚泥の発生量を抑制しつつ、処理水水質の悪化を防止すること
できた。さらに、生物処理槽内に蓄積した難生物分解性物質を除去することで、膜汚染を
防ぎ、長期間にわたり安定した運転を行うことができた。
なお、本発明における難生物分解性物質は、フミン物質、セルロースなどの繊維質、金属
酸化物などに由来する強熱残留物質、内分泌かく乱性物質、ダイオキシン類が含まれる。
【０００８】
次に、本発明を図面を用いて詳細に説明する。図１は、下水を本発明の処理方法により処
理する一例のフロー構成図である。
図１に示すように、下水１は脱窒槽８に供給され、脱窒槽８の活性汚泥と混合され、さら
に硝化槽９に送られる。脱窒槽８と硝化槽９の活性汚泥濃度は流入下水の性状により変わ
るが、２０００～１５０００ｍｇ／Ｌであることが望ましい。硝化槽９には膜分離装置１
０が設けられており、硝化液３からろ過により膜ろ過処理水２を得る。膜分離装置１０の
膜は、孔径が１～０．０４μｍであることが望ましい。
硝化液３は硝化槽９から流出させ、生成した硝酸性窒素を脱窒槽８に送る。硝化液３の流
量は、窒素除去量に応じて決められるが、通常は流入下水量の１～４倍である。この循環
の途中には、液化処理装置１１が設けられており、硝化液３に含まれる活性汚泥の液化処
理を行う。液化手段としては、オゾンなどの酸化剤の添加や超音波による微細化が望まし
い。
【０００９】
液化処理にオゾンを用いる場合は、オゾン供給量は、液化処理槽に流入する汚泥量に対し
、１０～６０ｍｇ－Ｏ 3／ｇ－ＳＳであるが、特に１０～２０ｍｇ－Ｏ 3／ｇ－ＳＳである
ことが望ましい。また、超音波処理による液化処理では、液化処理槽に流入する汚泥に対
し１０００～５００００ｋＪ／ｋｇ－ＳＳで照射することが望ましい。
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液化処理装置１１から流出した液化処理汚泥４は、脱窒槽８に供給される。
生物処理構内に蓄積する難生物分解性物質除去のため、硝化槽９から硝化液３の一部を抜
き出し、固液分離槽１２に供給する。固液分離槽１２には、ダイナミックろ過法（不織布
や織布などの通水性シートからなるろ過体を生物処理槽などに浸漬させ、ろ過体表面に形
成される汚泥のダイナミックろ過層により、低い水頭圧でろ過水を得る方法）、沈殿池法
、遠心分離法、加圧浮上法、膜ろ過法（膜の孔径が１μｍ以上）を用いて行うことが望ま
しい。また、固液分離槽１２に供給する生物処理槽の活性汚泥混合液量は、原水水量に関
わらず任意に設定できるが、合理的な処理にするためには原水水量の１～１０％が好まし
い。
【００１０】
固液分離槽１２では、硝化液３から活性汚泥が分離され濃縮汚泥６として、硝化槽９に返
送される。この濃縮汚泥６は、脱窒槽８に返送することも可能である。固液分離槽１２で
分離した硝化液上澄５は、ＣＯＤ除去装置１３に送られ、生物処理槽内に蓄積した難生物
分解性物質がＣＯＤ除去装置１３により除去され、ＣＯＤ除去処理水７が分離される。Ｃ
ＯＤ除去処理水７は、処理水として系外に流出させることが可能である。また、ＣＯＤ除
去処理水７を脱窒槽８又は硝化槽９に供給し、膜分離装置１０によりろ過後、放流するこ
とも可能である。ＣＯＤ除去装置１３には、凝集剤を添加し難生物分解性物質を凝集沈殿
することにより除去する方法、オゾンを注入し酸化分解により難生物分解性物質を分解除
去する方法、オゾンや過酸化水素を添加し促進酸化法により難生物分解性物質を分解する
方法、活性炭により吸着除去する方法、膜分離により濃縮分離する方法が望ましい。
【００１１】
【実施例】
以下において、本発明を実施例によりさらに具体的に説明する。
実施例１
この実施例１においては、図１に示すフローにより、団地下水の処理を行った。硝化液の
液化処理は、オゾン含有酸素ガスにより行った。
団地下水１は、脱窒槽８と硝化槽９からなる生物処理槽に供給され、硝化槽９からの硝化
液３は、液化処理装置であるオゾン反応槽１１に供給し、液化処理を行った。膜分離装置
１０として、硝化槽に中空糸膜モジュールを設置し、ろ過を行った。表１に生物処理槽の
運転条件を示す。
【００１２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表１に示すように、本実施例の生物処理槽の容積は、硝化槽２ｍ 3、脱窒槽１ｍ 3であり、
ＭＬＳＳは約３０００ｍｇ／Ｌであった。生物処理槽への原水流入量は１５ｍ 3／ｄ、生
物処理槽全体に対するＢＯＤ負荷は約０．１３ｋｇ／ｋｇ・ｄとなった。硝化槽からオゾ
ン反応槽を経て脱窒槽に循環する循環流量は３０ｍ 3／ｄに設定した。
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【００１３】
オゾン反応槽１１には、硝化液を３０ｍ 3／ｄで供給した。また、オゾンガスは３００ｇ
／ｄの割合で供給した。表２にオゾン反応槽１１での処理結果を示す。表２に示したよう
に、溶解性ＣＯＤ、ＢＯＤ、Ｔ－Ｎがオゾン処理後に増加しているが、これらは汚泥の液
化により溶解性の各成分が増加したことによる。
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１４】
本実施例では系内に蓄積する難生物分解性物質の除去のため、硝化槽９より硝化液の一部
を抜き出し固液分離装置１２に供給、ここで固液分離を行い汚泥６を硝化槽９に返送した
。硝化液上澄５は、ＣＯＤ除去装置である凝集沈殿装置１３に供給し、凝集剤として塩化
鉄（ＦｅＣｌ 3）を添加し、難生物分解性物質を凝集沈殿させた。塩化鉄は、硝化液上澄
５に対し５０ｍｇ／Ｌとなるように添加し、ｐＨを６．０に調整した。分離液は、ＣＯＤ
除去処理水である凝集沈殿処理水７として膜ろ過処理水２と共に放流した。表３に、硝化
液上澄５と凝集沈殿処理水７の水質を示す。硝化液上澄５では、ＣＯＤとして検出された
難生物分解性物質が、凝集沈殿処理により除去された。
【００１５】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本実施例では、硝化槽９における膜分離に孔径０．４μｍの中空糸膜モジュールを用い、
１３分吸引ろ過、２分停止を１サイクルとしてろ過運転を行った。この時、膜透過流束は
約０．４ｍ／ｄであった。団地下水１と膜ろ過処理水２の平均水質を表４にまとめる。表
４より、膜ろ過処理水２の水質は、ＢＯＤは５ｍｇ／Ｌ以下、ＳＳは検出されず、ＣＯＤ
も６．５ｍｇ／Ｌと良好な水質を得ることができた。また、全窒素（Ｔ－Ｎ）も７．２ｍ
ｇ／Ｌであり、流入した全窒素の約７０％を除去することができた。
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【００１６】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本実施例における系内汚泥量の経過を図３に示す。硝化槽汚泥の一部を液化処理したこと
により、系内汚泥量は約９ｋｇで安定しており、約２ヶ月間排泥を行わずに運転が行えた
。また、膜分離装置における膜間差圧は４～６ｋＰａで安定しており、薬品洗浄などを行
わずに連続運転が可能であった。
【００１７】
比較例１
この比較例においては、図２に示すようなフローにより団地下水の処理を行った。実施例
１とは異なり、凝集沈殿を行う部分は設けていない。硝化液の液化処理は、オゾン含有酸
素ガスにより行った。
団地下水１は、脱窒槽８と硝化槽９からなる生物処理槽に供給され、硝化槽９からの硝化
液３は液化処理装置であるオゾン反応槽１１に供給し、液化処理を行った。膜分離装置１
０として、硝化槽に中空糸膜モジュール設置し、ろ過を行った。表５に生物処理槽の運転
条件を示す。
【００１８】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表５に示すように、本比較例の生物処理槽の容積は、硝化槽２ｍ 3、脱窒槽１ｍ 3であり、
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ＭＬＳＳは約３０００ｍｇ／Ｌであった。生物処理槽への原水流入量は１５ｍ 3／ｄ、生
物処理槽全体に対するＢＯＤ負荷は約０．１３ｋｇ／ｋｇ・ｄとなった。硝化槽からオゾ
ン反応槽を経て脱窒槽に循環する循環流量は３０ｍ 3／ｄに設定した。
【００１９】
オゾン反応槽１１には、硝化液を３０ｍ 3／ｄで供給した。また、オゾンガスは３００ｇ
／ｄの割合で供給した。表６にオゾン反応槽１１での処理結果を示す。表６に示したよう
に、溶解性ＣＯＤ、ＢＯＤ、Ｔ－Ｎがオゾン処理後に増加しているが、これらは汚泥の液
化により溶解性の各成分が増加したことによる。
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２０】
本比較例では、硝化槽９における膜分離に孔径０．４μｍの中空糸膜モジュールを用い、
１３分吸引ろ過、２分停止を１サイクルとしてろ過運転を行った。この時、膜透過流束は
約０．４ｍ／ｄであった。団地下水１と膜ろ過処理水２の平均水質を表７にまとめる。表
７より、膜ろ過処理水２の水質は、ＢＯＤは５ｍｇ／Ｌ以下でＳＳは検出されなかったも
のの、ＣＯＤは１０ｍｇ／Ｌと実施例 1よりも水質が悪化した。また、全窒素 (Ｔ－Ｎ )は
１０．６ｍｇ／Ｌであり、こちらも実施例１よりも水質が悪化した。
【００２１】
【表７】
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本比較例における系内汚泥量の経過を図４に示す。液化処理を行ったものの系内汚泥量が
増加した。さらに、膜分離装置は１ヶ月で膜間差圧が３０ｋＰａに達し、薬品洗浄を行っ
た。以上、実施例１と比較例の運転結果から、膜分離法と硝化槽汚泥の一部を凝集沈殿に
より分離除去することで、良好な処理水を得つつ余剰汚泥の発生量を抑制することが可能
であった。
【００２２】
実施倒２
この実施例２においては、図１に示すようなフローにより団地下水の処理を行った。硝化
液の液化処理は超音波照射装置により行った。
団地下水１は、脱窒槽８と硝化槽９からなる生物処理槽に供給され、硝化槽９からの硝化
液３は、液化処理装置である超音波処理槽１１に供給し、液化処理を行った。膜分離装置
１０として、硝化槽に中空糸膜モジュールを設置し、ろ過を行った。表８に生物処理槽の
運転条件を示す。
【表８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２３】
表８に示すように、本実施例の生物処理槽の容積は、硝化槽２ｍ 3、脱窒槽１ｍ 3であり、
ＭＬＳＳは約３０００ｍｇ／Ｌであった。生物処理槽への原水流入量は１５ｍ 3／ｄ、生
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物処理槽全体に対するＢＯＤ負荷は約０．１３ｋｇ／ｋｇ・ｄとなった。硝化槽から超音
波処理槽を経て脱窒槽に循環する循環流量は３０ｍ 3／ｄに設定した。
超音波処理槽１１には、硝化液を３０ｍ 3／ｄで供給した。また、超音波は汚泥量に対し
６５００ｋＪ／ｋｇ－ＳＳの割合で照射した。表９に超音波処理槽１１での処理結果を示
す。表９に示したように、溶解性ＣＯＤ、ＢＯＤ、Ｔ－Ｎが超音波処理後に増加している
が、これらは汚泥の液化により溶解性の各成分が増加したことによる。
【００２４】
【表９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
実施例２は系内に蓄積する難生物分解性物質の除去のため、硝化槽９より硝化液の一部を
抜き出し固液分離装置１２に供給、ここで固液分離を行い汚泥を硝化槽９に返送した。硝
化液上澄５は、ＣＯＤ除去装置である凝集沈殿装置１３に供給し、凝集剤として塩化鉄（
ＦｅＣｌ 3）を添加し、難生物分解性物質を凝集沈殿させた。塩化鉄は、硝化液上澄５に
対し５０ｍｇ／Ｌとなるように添加し、ｐＨは６．０に調整した。分離液は、ＣＯＤ除去
処理水である凝集沈殿処理水７として膜ろ過処理水２と共に放流した。表１０に硝化液上
澄５と凝集沈殿処理水７の水質を示す。硝化液上澄５には、ＣＯＤとして検出された難生
物分解性物質が、凝集沈殿処理により除去された。
【表１０】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２６】
本実施例では、硝化槽９における膜分離に孔径０．４μｍの中空糸膜モジュールを用い、
１３分吸引ろ過、２分停止を１サイクルとしてろ過運転を行った。この時、膜透過流束は
約０．４ｍ／ｄであった。団地下水１と膜ろ過処理水２の平均水質を表１１にまとめる。
表１１より、膜ろ過処理水２の水質は、ＢＯＤは５ｍｇ／Ｌ以下、ＳＳは検出されず、Ｃ
ＯＤも５．９ｍｇ／Ｌと良好な水質を得ることができた。また、全窒素（Ｔ－Ｎ）も７．

10

20

30

40

50

(9) JP 3801004 B2 2006.7.26



１ｍｇ／Ｌであり、流入した全窒素の約７０％を除去することができた。
【００２７】
【表１１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本実施例における系内汚泥量の経過を図５に示す。硝化槽汚泥の一部を液化処理したこと
により、系内汚泥量は約９ｋｇで安定しており、約２ヶ月間排泥を行わずに運転が行えた
。また、膜分離装置における膜間差圧は４～６ｋＰａで安定しており、薬品洗浄などを行
わずに連続運転が可能であった。
【００２８】
実施例３
この実施例３においては、図１に示すようなフローにより団地下水の処理を行った。硝化
液の液化処理は、オゾン含有酸素ガスにより行った。また、硝化液の一部を固液分離槽１
２により固液分離し、硝化液上澄５をＣＯＤ除去装置である第２オゾン反応槽１３に供給
した。第２オゾン反応槽１３にはオゾンガスを注入し、硝化液上澄５に残留したフミン物
質などの難生物分解性物質を酸化分解した。
表１２に硝化液上澄５とＣＯＤ除去処理水である第２オゾン反応槽処理水７の水質を示す
。硝化液上澄５には、ＣＯＤとして検出されたフミン物質などの難生物分解性物質が、酸
化分解により除去された。
【００２９】
【表１２】
　
　
　
　
　
　
　
　
団地下水１と膜ろ過処理水２の平均水質を表１３にまとめる。表１３より、膜ろ過処理水
２の水質は、ＢＯＤは５ｍｇ／Ｌ以下、ＳＳは検出されず、ＣＯＤも５．９ｍｇ／Ｌと良
好な水質を得ることができた。また、全窒素（Ｔ－Ｎ）も７．２ｍｇ／Ｌであり、流入し
た全窒素の約７０％を除去することができた。
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【００３０】
【表１３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
硝化槽汚泥の一部を液化処理したことにより、系内汚泥量は約９ｋｇで安定しており、約
２ヶ月間排泥を行わずに運転が行えた。また、フミン物質などを第２オゾン反応槽１３で
分解したことにより、硝化槽９にフミン物質などが蓄積せず、膜分離装置における膜間差
圧は４～６ｋＰａで安定しており、薬品洗浄などを行わずに連続運転が可能であった。
【００３１】
【発明の効果】
本発明によれば、生物の処理過程で発生する余剰汚泥の発生量を削減し、また生物処理槽
内に蓄積する難生物分解性物質を除去でき、処理水水質の悪化を防ぎつつ余剰汚泥の発生
量を抑制することが可能な、従来よりも簡便な処理フローを提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の処理方法の一例を示すフロー構成図。
【図２】比較例１に用いた処理方法のを示すフロー構成図。
【図３】実施例１の運転日数による汚泥量の経過を示すグラフ。
【図４】比較例１の運転日数による汚泥量の経過を示すグラフ。
【図５】実施例２の運転日数による汚泥量の経過を示すグラフ。
【符号の説明】
１：下水、２：膜ろ過処理水、３：硝化液、４：液化処理汚泥、５：硝化液上澄、６：濃
縮汚泥、７：ＣＯＤ除去処理水、８：脱窒槽、９：硝化槽、１０：膜分離装置、１１：液
化処理装置、１２：固液分離槽、１３：ＣＯＤ除去装置
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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